
（平成２３年１０月２６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 1 件

年金記録確認福井地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

福井厚生年金 事案 526 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における

資格取得日に係る記録を昭和 23 年３月１日に、同事業所における資格喪

失日に係る記録を同年 11 月１日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を

600円、申立期間②の標準報酬月額を 3,300円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    手帳記号番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年３月１日から同年４月１日まで 

             ② 昭和 23年８月１日から同年 11月１日まで 

私の父は、Ａ社において入社から退職まで継続して勤務していたが、

申立期間の厚生年金保険被保険者記録がないことを知った。私の叔父二

人も同社で勤務していたが、年金記録が途切れたことはないと言ってお

り、父の記録が無いことに納得できないので、調査してほしい。 

（注）本件の申立ては、死亡した申立人の長男が、申立人の年金記録の

訂正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社から提出された従業員カード、申立代理人か

ら提出された厚生年金保険加入証明書及び雇用保険の加入記録から、申立

人が同社に継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人がＡ社Ｃ支店から同社Ｂ支店へ異動した日は、当該従業員

カードにより、昭和 23 年２月５日であると確認できるところ、申立人が

同社Ｄ支店から同社Ｃ支店へ 29 年２月 15 日に異動した際の厚生年金保険

被保険者記録は、同年３月１日に資格を喪失及び取得している状況からす



                      

  

ると、同社Ｃ支店における取扱いについても月の途中の異動の場合には翌

月１日付けで資格の取得及び喪失の届出を行っていたと推認される。した

がって、同社Ｂ支店における資格取得日は、23 年３月１日とすることが妥

当である。 

申立期間②について、Ａ社から提出された従業員カード、申立代理人か

ら提出された厚生年金保険加入証明書及び雇用保険の加入記録から、申立

人が同社に継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと推認できる。 

なお、申立人がＡ社Ｂ支店から同社Ｄ支店へ異動した日は、当該従業員

カードにより、昭和 23 年 10 月１日であることが確認できる一方、同社Ｄ

支店は、同年 11 月１日に厚生年金保険の適用事業所となっていることが

確認できる上、同社同支店で申立人と同日で被保険者資格を取得している

同僚６人の厚生年金保険被保険者記録を見ると、うち４人が異動前の支店

において、新規適用年月日と同一日である同年 11 月１日付けで資格を喪

失している状況が確認できることから、申立人についても同社Ｄ支店が同

年 11 月１日に厚生年金保険の適用事業所となるまでの期間については、

同社Ｂ支店において給与が支払われ、厚生年金保険料が控除されていたと

推認でき、申立人の同社Ｂ支店における資格喪失日についても、同年 11

月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 23 年４月の記録から 600 円

とし、申立期間②の標準報酬月額については、当該事業所に係る同年８月

の記録から 3,300円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会

保険事務所（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資

料、周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

福井厚生年金 事案 527 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が平成

４年４月１日、資格喪失日が同年７月 21 日とされ、当該期間は厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期

間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の同社における資格取得日を４年４月

１日、資格喪失日を同年７月 21 日とし、申立期間の標準報酬月額を４年

４月は 14 万 2,000 円、同年５月及び同年６月は 16 万円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から同年７月 21日まで 

私は、平成４年４月１日から同年７月 21 日までＡ社で勤務し、厚生

年金保険に加入していたので、時効により年金給付に反映されない当該

期間の年金記録を訂正してほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が平成

４年４月１日、資格喪失日が同年７月 21 日とされ、当該期間は厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期

間とならない期間と記録されている。 

しかしながら、Ｂ健康保険組合から提出された被保険者台帳の記録及び

事業主から提出された所属別支給控除一覧表の記録から、申立人がＡ社に

平成４年４月１日から同年７月 20 日まで継続して勤務し、申立期間に係



                      

  

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これ

らの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、前述の所属別支給控

除一覧表で確認できる源泉控除された厚生年金保険料額から、平成４年４

月は 14 万 2,000 円、同年５月及び同年６月は 16 万円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保

険事務所（当時）は、申立人に係る平成４年４月から同年６月までの保険

料の納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

福井国民年金 事案 282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年４月から 63 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から 63年９月まで 

私は、昭和 60 年３月にそれまで勤務していた会社を退職し、その後

すぐに実家が経営するＡ社に勤務した。この頃、亡くなった父親が、私

の国民年金の加入手続を行ってくれ、保険料は、父親又は会社名義の口

座から家族の保険料と一緒に振替納付してくれていたはずであり、申立

期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和60年３月に勤務先を退職後、その父親が申立人の国民年

金加入手続を行い、保険料についても、父親又は会社名義の口座から母親

及び兄の分と一緒に納付してくれていたと主張している。 

しかしながら、申立期間の保険料を一緒に納付していたとするその母親

及び兄に係る国民年金のオンライン記録を見ると、母親については、昭和

57年11月から61年４月までは未加入期間、同年10月から63年３月までは未

納期間、同年４月から平成元年３月までは過年度納付された期間となって

おり、兄についても、昭和57年12月から62年６月までが未納期間、同年７

月から平成元年３月までは過年度納付された期間となっていることが確認

できるなど、申立内容とは符合しない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 60 年５月 31 日に払い出

され、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した同年３月 26 日に遡って国

民年金の被保険者資格を取得していることが確認でき、市町村の国民年金

被保険者名簿において、申立期間直前の同年３月分は納付済みとなってい

るものの、申立期間の保険料が納付された記録は無く、このことはオンラ

イン記録とも一致している上、申立人自身は、申立期間の保険料の納付に



                      

  

直接関与しておらず、その父親は既に死亡していることから、保険料の納

付方法等に関して具体的な供述を得ることができない。 

さらに、申立人又は申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

申立人の氏名について、複数の読み方で検索したが該当者はおらず、別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存し

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはで

きない。 



                      

  

福井国民年金 事案 283 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年４月から 50 年６月までの期間及び 50 年９月から 51

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年４月から 50年６月まで 

             ② 昭和 50年９月から 51年３月まで 

私は、昭和 51 年頃、Ａ市役所の国民年金窓口で、未納となっている

前年度以前の国民年金保険料について、２年前までの分は納付すること

が可能であるとの説明を受け、後日、同窓口に現金を持参して納付した。

納付時期や納付期間は覚えていないが、２万円程を納付した記憶が有り、

申立期間が未納になっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51 年頃、前年度以前の国民年金保険料として２万円程

度をＡ市役所の国民年金窓口で納付したとして申立てている。 

しかしながら、申立期間当時、市町村においては、国庫金である前年度

以前の過年度保険料の収納を行うことはできず、国庫金納付書により金融

機関等で納付することとなるが、申立人から当該納付方法に関する供述は

無い上、Ａ市は、当時、市役所の国民年金窓口に当該納付書を配備してい

なかった旨を回答しており、申立内容とは符合しない。 

また、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者納付記録票（電算記録）に

おいて、申立期間の保険料が納付された記録は無く、このことはオンライ

ン記録とも一致しており、行政機関の記録に不自然な点はみられない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、



                      

  

婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが該当者はおらず、別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはで

きない。 
 



                      

  

福井厚生年金 事案 528 

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年６月１日から平成元年３月 29日まで 

昭和 50 年６月１日から平成元年３月 29 日までの間、Ａ社に勤務し厚

生年金保険に加入していた。年金記録の標準報酬月額を確認したところ、

実際に支給されていた給料に見合う標準報酬月額と比較すると相当低い

額が社会保険事務所（当時）に届出されていることが分かった。 

私は、その当時の給料明細書を保管していないが、当該事業所と同業

種であるＢ社に私と同じ技能資格（職業訓練法の規定によるＣ（資格

名））を有した者が働いているので、その者の標準報酬月額を参考とし

て、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、給与支給額に関する具体的な記憶は無い

が、当時の報酬月額は、年金記録上の標準報酬月額よりも、かなり高額で

あったと申し立てている。 

しかし、オンライン記録によると、申立人が申立期間当時勤務していた

Ａ社は、平成元年３月 29 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなって

いる上、当時の事業主は既に死亡しているため、申立人の申立期間に係る

報酬月額及び保険料控除額について確認できない。 

また、申立人が勤務していた当時の同僚に対して照会を行ったが、当該

期間において申立人の給与からオンライン記録の標準報酬月額以上の厚生

年金保険料が控除されていたことをうかがわせる供述を得ることができな

い。 



                      

  

さらに、申立人は、別事業所において同じ技能資格を有していたとする

者の名前を挙げ、その者と同程度の給与水準であったと思うので、その者

の標準報酬月額を参考として記録を訂正してほしいと主張しているが、上

記のとおり、Ａ社の事業主は既に死亡していることから、申立期間当時、

同じ技能資格を有していることを理由として、事業主が申立人に対し前述

の者と同程度の給与を支給し、その給与に見合った標準報酬月額に相当す

る厚生年金保険料を申立人の給与から控除していた事実を確認することが

できない。 

さらに、申立期間当時、事業主は、毎年５月から７月に支払われた報酬

月額を健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬月額算定基礎届に記載した

上、原則として賃金台帳等とともに社会保険事務所に届け出ていたことを

踏まえると、当該届書を調査の上、受理している社会保険事務所が申立人

の報酬月額を長期間（約 14 年間）にわたり、その事実を確認できなかっ

たとは考え難い。 

加えて、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の現金給付記

録欄を見ると、８回にわたって傷病手当金が支給決定されていることが確

認でき、傷病手当金の支給決定額は、同被保険者原票に記録されている標

準報酬月額を基に計算された金額に一致していることが確認できる上、当

該標準報酬月額については、遡って訂正が行われた形跡は見られず、オン

ライン記録とも一致しているなど記載内容に不自然な点は無い。 

このほか、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めるこ

とはできない。 

 

 


